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会  議  録  
 

会 議 の 名 称 中央小・星宮小再編成準備委員会  第１回学校運営部会  

開 催 日 時 
令和元年１１月１３日（水）  

   開会：午後６時３５分・閉会：午後７時４０分  

開 催 場 所 産業文化会館第２会議室  

出席者（委員） 
氏 名 

柿沼耕一部会長、梶野美穂子副部会長、森  安正、本城  純  

櫛引浩士、舞原智治、武田好美、芙蓉良明、宮浦  将  

三田昌子、番場由季子  

欠席者（委員） 
氏 名 

馬場充子  

事 務 局 諸貫教育総務課長、白井主幹、岡野、嶋田、柏瀬、久積  

会 議 内 容 

１  開会  

２  学校運営部会の部会長と副部会長の選出  

３  協議  

（１）新たな学校について  

 （２）体操服について  

４  次回の会議の日程について  

５  閉会  

会 議 資 料 

・中央小・星宮小再編成準備委員会第１回学校運営部会次第  

・中央小・星宮小再編成準備委員会第１回学校運営部会資料  

・【参考資料】他の自治体の学校再編による校名決定のプロセス等

について  

そ の 他 必 要 
事 項 

傍聴者３名  
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 発  言  者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

司会  

 

 

 

 

 

司会  

 

 

 

 

部会長  

 

司会  

 

 

 

 

 

 

 

司会  

 

 

 

 

部会長  

 

１  開会  

 

２  学校運営部会の部会長と副部会長の選出  

 

 （事務局一任との発言）  

 

 部会長を中央小学校校長の柿沼校長、副部会長を星宮小保護者

代表の梶野委員にお願いしたい。  

 

 （承認）  

 

 あいさつ  

 

 再編成を周知する広報紙及びホームページに掲載する会議録の

表紙に委員名が掲載されることを了承願う。  

 会議録の作成について、基本的には、発言者を記載することと

なっているが、委員の率直な意見交換等を確保するためにはＡ委

員などとの記載も考えられる。取り扱いをどうするか。  

 

 （できれば発言者は伏せたいとの発言）  

 

 会議録の作成について、発言者は個人を特定できないよう、Ａ

委員等と取り扱うことでよいか。  

 

 （承認）  

 

 ３  協議  

 （１）新たな学校について  



3 

 

事務局  

 

部会長  

 

Ａ委員  

 

 

 

部会長  

 

 

Ｂ委員  

 

 

教育総務課長  

 

 

 

 

 

Ｂ委員  

 

教育総務課長  

 

 

 

事務局  

 

部会長  

 （資料Ｐ１～Ｐ６の説明）  

 

 何か質問等はあるか。  

 

 部会で校名候補を何点かに絞るという説明があったが、部会に

おいて、責任を持って、第一候補という形をとりたい。そうでな

ければ部会の責任が薄れてしまう。  

 

この後、校名の選定について、協議を行うため、後ほどの協議

としたい。  

 

校名の公募にあたっては、新しい学校がこの後どのように再編

していくかを市民等に示したほうがよいのではないか。  

 

再編成計画において、最終的に南部地域として中学校区でいう

と忍中、行田中、埼玉中というくくりになる。また、小中一貫教

育を推進するため、地区と学校を揃えたいと考えているが、今回

は適正規模とする再編成であり、一緒に進めるのは難しいと考え

る。  

 

先の再編成は決定していないということか。  

 

そのとおりであり、今後の人口推移等を確認しながら検討して

いくことになる。  

なお、公募の方法等については、この後、説明させていただく。 

 

（資料Ｐ７の説明）  

 

校名候補の選定方法については、公募としてよいか。  
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事務局  

 

部会長  

 

 

 

 

 

Ｃ委員  

 

教育総務課長  

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員  

 

 

 

教育総務課長  

 

 

事務局  

 

部会長  

（承認）  

 

（資料Ｐ８、参考資料の説明）  

 

 校名候補の選定方法は公募としたが、その募集対象地域は市内

外問わずとするか、市内または地域を限定して募集するか、募集

対象年齢を設けるかという考えから、事務局案として市内外問わ

ず誰でもよいと示されている。このことについて意見交換をした

い。  

 

 卒業生まで含めると膨大な数にならないか。  

 

 まったく関わりがない方は応募しないだろうが、遠くに住んで

いても卒業生や子供の卒業した学校である等、この情報をつかみ

応募することがあるのではないかということを鑑み、事務局案と

している。  

 なお、校名の決定にあたっては、名前だけでなく、新しい学校

への願いや想いをくみ取る。そういう選定につなげたい。  

 

 中央、星宮、また近くの学校の名前は使わないなどの言葉の制

約を条件にする必要はないか。また、組織票などで公平性に欠け

る心配はないか。  

 

この資料に公募等の全体像が記載されているので、最後まで説

明させていただく。  

 

 （資料説明Ｐ９～１１）  

 

 募集対象範囲について、意見交換をしたい。  
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Ｅ委員  

 

教育総務課長  

 

 

Ａ委員  

 

 

 

 

Ｆ委員  

 

 

 

 

Ｃ委員  

 

Ｇ委員  

 

 

教育総務課長  

 

Ｄ委員  

 

 

 

部会長  

 

 

 これらは見沼中学校区と合わせる必要はないのか。  

 

 地域の協議によるもので必ずしも合わせることはないと考えて

いる。  

 

 市内外問わず応募対象ということでよい。選定についての説明

があった中央・星宮の名前は使わない、票の多い少ないは校名の

選定及び決定に影響しないということを考えていくと広く募集す

ることでよい。  

 

 どのくらいの人が興味を持っているのか、保護者は校名より通

学方法等に興味がある。むしろ興味があるのは子供くらいだと思

う。市内外もよいが、広く周知する必要性は感じなく、地域に限

定してもよいと思う。  

 

範囲を限定しないで広い範囲でいろいろな意見を聞きたい。  

 

 後から、遠くの方から学校に熱い想いがあったと言われても困

るので、広い範囲の募集がよい。  

 

 委員の中で行田出身ではない方がいたら意見を伺いたい。  

 

 行田出身ではない。卒業した学校の校歌も覚えているし、帰省

する際は、学校に立ち寄ることもある。行田の学校より卒業した

学校になつかしさを感じる。  

 

 募集の対象を市内外問わず誰でも応募できるとしてよいか。  

 

 （承認）  
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Ｈ委員  

 

 

教育総務課長  

 

 

Ｈ委員  

 

教育総務課長  

 

Ａ委員  

 

教育総務課長  

 

部会長  

 

 

 

 

教育総務課長  

 

部会長  

 

 

 

 

部会長  

 

 

 例えば、ここが「ひまわり小」、見沼中学校区が「第一小」と

いうことになってもよいのか。  

 

 構わない。他市の第一、第二というのは市全体で決めていると

考えられる。  

 

なんでも構わないという理解でよいか。  

 

 新しい学校に想いや願いがあればよい。  

 

 家族で違うのも問題ないということでよいか。  

 

 問題ない。  

 

 応募方法については、持参、郵送、ＦＡＸ、応募箱に投函、Ｅ

メール以外に考えられることはないか。  

 

 （応募用紙はあるのかとの発言あり）  

 

 様式を定め、その応募用紙を投函箱のある場所に設置する。  

 

 応募方法は、持参、郵送、ＦＡＸ、応募箱に投函、Ｅメールと

してよいか。  

 

 （承認）  

 

 校名公募の周知方法については、市報、学校再編・小中一貫教

育だより「温故創生」、ホームページ、ツィッター、フェイスブ

ックを活用することでよいか。  
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部会長  

 

 

 

 

 

部会長  

 

 

 

 

 

 

Ａ委員  

 

 

Ｂ委員  

 

 

教育総務課長  

 

 

部会長  

 

 

 

 

 （承認）  

 

 校名の応募条件については、中央小・星宮小は使用しないこと、

読み書きが容易な名称、児童や住民等の理想や願いにちなんで名

称、新しい学校としてふさわしい名称としてよいか。  

 

 （承認）  

 

同じ名称は何件あっても１案であること、１案に対する応募数

は公表しないこと、応募数の多い少ないは校名の選定及び決定に

影響しないこと、新たな校名に対する理由や想いをもとに候補を

選定することを候補の絞込みの基準としてよいか。  

 

 （承認）  

 

 加えて、絞り込みについて、一から委員が絞り込むこととした

い。  

 

 応募数の多い少ないは影響しない、応募数は公表しないとある

が部会の選考が左右されないよう公表しないということか。  

 

応募数は一般には公表しないが、この学校運営部会には情報を

示し、候補を絞りこんでいただきたい。  

 

校名の集計については、一から委員が絞りこんでいくことでよ

いか  

 

（承認）  
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部会長  

 

事務局  

 

部会長  

 

 

 

 

部会長  

 

Ｂ委員  

 

 

教育総務課長  

 

 

Ｂ委員  

 

教育総務課長  

 

Ａ委員  

 

 

教育総務課長  

 

 

 

部会長  

（２）体操服について  

 

（資料Ｐ１２の説明）  

 

体操服については、ＰＴＡ部会の検討結果の報告をこの学校運

営部会が受け、デザイン案を決定することでよいか。  

 

（承認）  

 

その他、何かあるか。  

 

校名について、学校運営部会で１つの案に絞りたいという意見

はどう考えるか。  

 

１つに絞るかどうかを今ここで決める必要はないと思う。候補

がそろった際、考えていただければよいと考える。  

 

 １件に絞ることも可能という理解でよいか。  

 

 そのとおりである。  

 

 教育委員会で１件に絞るという図が示されているが、部会で１

案に絞ることも可能という理解でよいか。  

 

 そのとおりであるが、他市において、商標登録との兼ね合いも

あったため、なんでもよいという訳にもいかない。そういうこと

もないよう事務局において適宜調整させていただきたい。  

 

 本日の決定事項を確認する。  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長  

 

Ｂ委員  

 

 

教育総務課長  

 

 

Ａ委員  

 

教育総務課長  

 校名候補の選定方法は公募とする。  

 募集対象は、市内外問わず誰でも応募できることとする。  

 応募方法は、持参、郵送、ＦＡＸ、応募箱に投函、Ｅメールと

する。  

 校名公募の周知方法については、市報、学校再編・小中一貫教

育だより「温故創生」、ホームページ、ツィッター、フェイスブ

ックを活用する。  

校名の応募条件については、中央小・星宮小は使用しないこと、

読み書きが容易な名称、児童や住民等の理想や願いにちなんで名

称、新しい学校としてふさわしい名称とする。  

同じ名称は何件あっても１案であること、１案に対する応募数

は公表しないこと、応募数の多い少ないは校名の選定及び決定に

影響しないこと、新たな校名に対する理由や想いをもとに候補を

選定することを候補の絞込みの基準とする。  

校名の集計については、一から委員が絞りこんでいく。  

体操服については、ＰＴＡ部会の検討結果の報告をこの学校運

営部会が受け、デザイン案を決定する。  

 

 他に何かあるか。  

 

 中学校の再編成も計画されているが、その際も校名は変えるの

か。  

 

 再編成計画において、現在の８中学校を４中学校とする計画で

ある。再編成の際はすべて新しい学校とすることとしている。  

 

 今日の件は、地域やＰＴＡの方に話してよいか。  

 

 部会で議論が行われていることを広く周知したいと考えてい
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る。ぜひ地域等に広めてほしい。またそれに対する意見の吸い上

げもお願いしたい。  

 

４  次回の会議の日程について  

  日時：令和元年１２月１１日（水）午後６時３０分  

  会場：行田市産業文化会館第２会議室  

 

５  閉会  

 

 


